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研究成果の概要（和文）： 本研究では、東京にある貧困者の支援団体であるNPO法人自立生活センター・もやいを、20
04年～2011年に相談に訪れた2305人のケース記録の分析を行い、現代的な貧困の特徴を明らかにしようとしたものであ
る。３割を占める公的支援の受給を繰り返すリピーター層の特徴を明らかにできた点と、1割を占める女性の相談者の
分析から、世帯のなかに隠れて見えにくい女性の貧困を示唆することができたのが、顕著な成果である。

研究成果の概要（英文）：This study tried to clarify the characteristics of poverty in recent years by anal
yzing 2305 case records of the NPO for helping the poor in Tokyo, "Moyai", from 2004 to 2011. Major achiev
ement is following; 1) the characteristics of people who repeatedly receive the beneficiaries of public su
pport, which accounts for 30%, were revealed. 2)From the analysis of female cases, which accounts for 10%,
 it was suggested the characteristic of invisible poverty among women hiding in the households.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、産業構造の転換や非正規労働が増大

するなかで経済格差が広がり、貧困が大きな
社会問題になっている。2008 年以降の不況
で貧困はさらに深刻化したが、それを決定的
に印象づけたのが、2008 年末に東京で取り
組まれた「派遣村」であろう。この「派遣村」
には、寮を退去させられた派遣労働者をはじ
め、従来から路上生活をしていた野宿者や、
ネットカフェに寝泊りする若者たちなど、広
く住居喪失状態にある人が集まり、現代的な
「新しい貧困」を象徴する社会現象として、
メディアでも大きな注目を集めた。 
私は、本科研費での研究をはじめる前年の

2010 年 7 月から、「NPO 法人自立生活サポ
ートセンター・もやい」で、相談記録を分析
する調査研究に着手しはじめたところであ
った。「もやい」は、「派遣村」の村長であっ
た湯浅誠が事務局長をつとめる貧困者のサ
ポート団体で、活動を開始した 2001 年以降、
ホームレスの人々が住宅を借りる際に保証
人を提供する事業を中心に行ってきていた。
その後「派遣村」に前後して「もやい」の存
在が広く知られるようになるにつれ、さまざ
まな貧困者からの相談が殺到するようにな
った。しかしその対応に追われる「もやい」
では、相談者の分析を行う余裕がなく、「新
しい貧困」を象徴する日本有数の機関である
にもかかわらず、膨大な相談記録が未整理の
まま眠っている状態にあった。 
 
２．研究の目的 
本研究の第一の目的は、「もやい」に 2004

年から蓄積されている相談記録を分析し、現
代的な貧困の特質を実証的に明らかにする
ことであった。同時に、この 10 年間の貧困
の変容を把握することも目指した。 
第二の目的は、貧困が形成されるメカニズ

ムについて、ジェンダーに留意して把握する
ことであった。私はこれまで、ホームレスを
対象に、ジェンダーに着目した分析を行って
きたが、従来の研究では、ホームレスは男性
であることが前提にされてきたために、分析
手法の面でも、労働する男性の貧困を問題化
することが中心で、異なる性質を持つ女性の
貧困を十分にとらえられるものになってい
なかった。本研究では、これまでの研究成果
にもとづき、ホームレスから研究対象を貧困
にまで広げて、ジェンダー分析を行うことを
目指す。 
第三の目的は、以上の研究成果をふまえて、

貧困の削減に寄与する政策を、特にジェンダ
ー平等を目指す立場から、検討することであ
った。 
 
３．研究の方法 
2010 年度から、私が所属する立命館大学の

学内研究費（若手・スタートアップ）を用い
て、2009 年度分の相談記録 800 件のデータ入
力と分析をすでに行っていたため、本研究で

でもその体制を継続することとなった。 
相談記録のデータ化にあたっては、「もや

い」と個人情報の取り扱いに関する契約を結
び、記録を持ち出さないよう「もやい」事務
所内にて入力作業を行った。データ入力には、
「もやい」の事情に詳しいボランティア経験
者を雇用した。データ化にあたっては、相談
票が統計的分析を行うことを想定したもの
ではないため空欄が多いことや、相談票の形
式が 2004 年以降に何度か変更されているな
ど、困難な点もあったが、可能な限りのこと
を読み取ることを目指した。 
分析に際しては、「もやい」で相談にあた

っているスタッフと定期的に懇談の機会を
持ち、データを読み取る際の留意事項や、日
ごろ相談で感じている実感などについて意
見交換を行った。そのなかで、現代的貧困の
実態を明らかにするためのデータとして貴
重なものであることを改めて実感したこと
から、ジェンダー分析にとどまらず、より多
様な分析が可能になるよう、「もやい」スタ
ッフや入力にあたっていたボランティア経
験者に加えて、貧困研究で実績のある 2名の
研究者（龍谷大学経営学部准教授妻木進吾、
日本大学文理学部助教後藤広史）とともに研
究チームをつくり、グループで分析にあたる
こととなった。私はそのなかで、当初の予定
どおり、おもにジェンダー分析を担当するこ
とになった。 
データ入力は、分析にかかる時間を考慮し

て、2011 年 7月までのもので打ち切ることと
し、2004 年～2011 年 7月の 2305 ケースを分
析対象とし、単純集計およびクロス集計を行
った。 
 
４．研究成果 
2305 ケースのうち、性別は男性 86.3％、

女性 13.3％、その他が 0.4%であった。相談
者の平均年齢は 46.0 歳、世帯構成は単身者
が 86.9%と大半を占めていた。相談時の居所
は安定している人が 29.9%、居候や一時的な
施設居住者など不安定な人が 20.3%、居所を
持たない人が 51.4%（うち野宿者は 37.2%）
であり、広い意味でのホームレスの人が 7割
にのぼった。 
相談時に生活保護を受給中という人も

13.4%おり（受給場所の変更などの相談）、相
談の結果、生活保護を新たに申請した人は
66.2%にのぼった。ここから、「もやい」の活
動がおもに生活保護申請をサポートするこ
とになっていることがわかる。申請後の居所
はアパートが 29.8%、ドヤ等が 25.9%、民間
宿泊施設が 13.1%、ゲストハウスが 10.7％だ
った。また、過去に生活保護など公的支援を
受けていたことがあるが相談時点ではそれ
が継続していなかった、いわゆる公的支援の
「リピーター」の人が 34.2％いた。 
相談時に仕事をしていた人は 22.8%（うち

日雇い・都市雑業をしている人が 35.5%、パ
ート・アルバイトが 25.8%、派遣・請負・契



約が 20.7％）だった。相談時の所持金は、中
央値が 1800 円で、お金をほとんど持たない
人からの相談が大半であった。健康状態は悪
い人が多く、何らかの疾病があると話した人
は 78.5%（うち身体的疾病は 50.2%、精神的
疾病は 19.0%）を占めていた。 
2004 年から 2007 年までの相談は全体の

8.0%で、「派遣村」直後の 2009 年に相談数は
ピークに達し（全体の 40.2%）、それ以降は毎
年減少傾向にあった。2008 年までは、相談票
の記載項目も少なく、全体に占めるケース数
も少なかったため、当初の研究目的の一つで
あった 2004 年以降に貧困の質がどのように
変容したかを知るには、経年的データが十分
ではなかった。 
データのクロス集計からは、以下のような

ことがわかった。福祉制度の利用申請にいた
る割合が高いのは、居所や仕事のない人、過
去に制度利用の経験がある、より困窮してい
ると思われる人であった。しかし 65 歳以上
よりもそれ以下の年齢層、疾病のある人より
ない人の方が申請をする割合が高く、これま
で制度利用から排除される傾向にあった人
が、サポートを受けてはじめて申請に至って
いるという面も見られた。 
過去に公的支援を受けていた経験がある

が、相談時点では途切れている人（リピータ
ー）は、男性では 37.5%、女性では 10.6%に
のぼり、稼働年齢層でも約 3割に生活保護な
どの受給経験があることが注目される。公的
支援の廃止理由は、失踪・辞退が 78.9％、経
済的自立 13.2%となっている。失踪・辞退の
例としては、「施設の環境に耐えられず出た」
や「寮でいびきがうるさいと退寮させられ
た」等で、公的支援の受給場所として施設が
活用され、その環境や集団生活に起因するト
ラブルが廃止の理由になっていることがわ
かる。また、トラブルの際にケースワーカー
とやりとりしたケースが少ないことも注目
される。それはケースワーカーの問題という
だけではなく、相談者自身も制度をよく理解
しておらず、施設を出てしまうと生活保護が
自動的に廃止されると思い込んでいる場合
などもある。また経済的自立については、期
間工や住み込みなど、安定的な仕事に就いた
わけではない場合も多く含まれていた。また、
「もやい」に相談に訪れたのが 1回のみとい
う人は 68.0%と過半数だが、複数回相談にく
る人もおり、相談回数が多くなるほど、過去
に公的支援を受けた経験があるリピーター
の割合が高くなることは注目に値する。 
仕事は、年齢層が高くなると都市雑業的な

ものや建設関係の割合が増え、若年層ほどサ
ービス業や事務職などが多いが、若年層ほど
派遣・アルバイトの割合が高く、近年の若年
層における非正規雇用の広がりが、生活困窮
に直結することを示していると考えられる
だろう。また、居所が不安定になるほど仕事
も不安定なものになっていた。直近までして
いた仕事（直前職）でみると、相談時点でし

ていた仕事（現職）に比べてより安定した仕
事についていた人の割合は増えるが、それで
も 77.4%が非正規雇用や日雇、都市雑業等、
不安定な仕事をしていたことがわかる。収入
は、あるという人でも、5～7割は生活保護基
準以下であった。また、年々5 万円までの所
得の低い層が多くなっていた。 
健康状態は、年齢層が下がるにつれて精神

的疾病を訴える人が多く、年齢層が上がるに
つれて身体的疾病を訴える人が多い。居所区
分でみると、安定的と思われる居所に住んで
いる人ほど、疾病について訴える人の割合が
大きくなっていることが特徴的であった。特
に、実家・家族宅とゲストハウスに暮らす人
たちで疾病について訴える人の割合が大き
く、なかでも精神的疾病を訴える人の大さが
目立った。ここから、住環境や人間関係が精
神的不調につながっていることが推測され
る。逆に、寮・飯場、ホテル・ドヤ、知人宅
に暮らす人たちは、身体的疾病を訴える人の
割合が大きかった。 
女性と男性の比較では、健康状態が悪い人

は男性76.1%、女性 93.0%と女性の方が多く、
なかでも精神的な疾病を抱えている人は男
性 20.5%、女性 52.2%と女性に多いことがわ
かった。また、女性の貧困の特徴としてすで
に指摘されているように、結婚経験が男性と
比べて多い傾向も見られた。ほかにも、平均
年齢は男性 46.5 歳、女性 42.9 歳と女性がや
や若く、ホームレス状態の人は男性 72.5%、
女性 40.4%と少なく、相談時点で仕事を持っ
ている人は男性 21.2％、女性 32.7％と女性
の方が多く、その就労形態も女性の方が比較
的安定したものが多かった。所持金も、男性
の中央値は 1000 円であるのに対し、女性は 2
万円で、女性の方がよりお金を持った状態で
相談に来ていた。ここから、女性は男性より
も生活が安定した層が相談に訪れているこ
とが推測される。しかしこのことを、女性は
生活に困窮することを男性より深刻にとら
え、早くからリスクに備えて行動していると
解釈することもできるだろう。また、もやい
に相談した結果、生活保護を申請することに
なるのは男性 70.2%、女性 38.0%と男性が多
く、男性がより困窮しているためとも考えら
れるが、男性の相談が生活保護申請をするこ
とで一定の解決がはかれる経済的なものが
多いのに対して、女性は生活保護申請では解
決されえない家族関係や暴力などの問題を
抱えており、すぐには生活保護申請につなが
らないものであったことも、相談票の自由記
述欄から読み取れた。これは、父や夫の扶養
のもとにあって独立して世帯を営むことす
ら難しい、見えにくい女性の貧困のあり方を
反映したものだともいえるだろう。 
以上の相談票の分析データを読みとく際、

注意しておかなければならないのは、もやい
を相談に訪れる人が、必ずしも貧困状態にあ
るわけではなく、またそれが貧困者の全体像
を表しているわけではないということであ



る。そのことをふまえたうえで、本研究の研
究成果は、以下のように大きく 2点にまとめ
られるだろう。1）把握しにくい現代的な貧
困の特徴を、量的に把握できたということ。
従来の貧困の把握は、居住地をベースに世帯
を単位として行う方法が一般的だったため、
それでは把握が困難な野宿者やネットカフ
ェ難民にはそういう人々のみを対象にした
調査が別個に行われてきたが、「もやい」の
相談者はそれにとどまらない多様な特徴を
持つ人々であり、その実態を量的に把握でき
た点は成果であると考える。特に、今回のデ
ータでは 3 割を占めていた若年の貧困層と、
公的支援の受給を繰り返すリピーターの存
在は、今後の貧困対策や支援のあり方を検討
するうえでも基礎的な資料になると考えら
れる。2）女性の貧困の特徴を、男性と対比
させる形で明らかにできたということ。特に、
「世帯内の隠れた貧困」を示唆するようなデ
ータが量的にも得られたが、これは女性の貧
困の研究を進めていく際に欠かせない視点
である。これまで貧困は、世帯もしくは個人
を単位に把握されてきたが、そのどちらの方
法でも十分にとらえきれない世帯内の貧困
について、本研究はそれをとらえる分析手法
の問い直しにもつながるだろう。また、ここ
から得られる知見は、ジェンダー平等にもと
づく福祉政策のあり方を構想する際の基礎
的な資料になることが期待できる。 
今後も私は本研究を継続し、2011 年以降の

「もやい」のデータを追加して、さらに分析
を進めていくという課題で、2014～1016 年度
の科学研究費補助金（若手 B）に採択された
ところである。今後は上述した 2点をさらに
発展させていくことにくわえて、新たにデー
タを追加することで、近年の貧困の変容を経
年的に追うことも可能になると考えられる。 
研究のおもな成果として、中間時点での分

析結果を「もやい」HP で公開しているほか、
「もやい」の 10 周年を記念して編集された
『貧困待ったなし！』にもその一部を報告し
た。また最終的な分析結果は、典型的な相談
事例や、相談者および「もやい」スタッフへ
のインタビューも交えて、308 ページにわた
る報告書として作成し、関係機関に配布した。 
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